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水銀条約水銀条約水銀条約水銀条約    INC2 にににに向向向向けてのけてのけてのけての日本政府日本政府日本政府日本政府にににに対対対対するするするする提言提言提言提言 

 

 

 本提言は、2011年 1月 24日から 28日まで、千葉県幕張市で開催される水銀条

約 INC2に向けてUNEPが作成した”Draft elements of a comprehensive and 

suitable approach to a global legally binding instrument on mercury” 

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/3)（以下、「エレメント・ペーパー」と言う。）、及び国内

政策に関するものである。 

日本は、水俣病という水銀汚染による深刻な環境被害を経験した国である。こ



2 

 

のような痛ましい経験はいずれの国でも繰り返されてはならない。日本政府も、

「水俣病と同様の健康被害や環境破壊が世界のいずれの国でも繰り返されること

のないよう、世界各国における水銀汚染対策の強化を進めるべき」として、水銀

による環境リスクの低減に貢献するとの見解を表明している。 

私達は、日本政府の基本的立場を支持するとともに、それを実現するために、

以下の事項について早急に取り組むよう提言する。 

 

第第第第１１１１    エレメントエレメントエレメントエレメント・・・・ペーパーペーパーペーパーペーパーについてについてについてについて 

1. Element全般について  

 エレメント・ペーパーにおいては、締約国の義務について、”not allow（許さな

い）”という表現が多用されている。しかし、水銀汚染を防ぐためには、締約国がそ

れぞれ水銀削減対策を講じなければならず、積極的に法規制を整備することが求め

られており、”not allow”という表現では不十分である。必要に応じて、より強い法

的義務を課す”prohibit”や”ban”等の用語を使用するべきである。 

 

2. Element 5  水銀及び水銀化合物についての締約国間での国際的取引につい

て 

原則として水銀及び水銀化合物を使用した国が保管すべきであるから、輸出

できる量及び輸入国での保管年限については制限を設けるべきである。 

輸入国の同意を得て輸出された後、輸入国で適切に管理をされない可能性が

懸念されるので、水銀及び水銀化合物を輸出した国は、輸出後もその管理につ

いて責任を負うべきである。また、国際的に取引された水銀が適正に保管され

ることを確実なものとするために、第三者による監査制度を整備するなど、保

管に関する国際的監視体制を整備するべきである。 

 

3. Element 6  水銀及び水銀化合物についての非締約国との国際的取引につい

て 

Element 6は、環境に配慮した保管を目的とする場合に限定するものの、水

銀及び水銀化合物について非締約国との国際的取引を許容するものである。し

かし、非締約国へ水銀及び水銀化合物が輸出された場合、実際に非締約国にお
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いて環境に配慮した保管方法に従って保管されることを担保する方法がない。

したがって、水銀及び水銀化合物の非締約国への輸出は一切認めるべきではな

い。 

 

4. Element 7  水銀含有製品について 

  水銀含有製品の規制に関し、１）全ての水銀含有製品は、付属書に掲載されて

いない限り使用することができるというポジティブ・リスト・アプローチと、２）

どのような水銀含有製品は、付属書に掲載されているものでなければ使用するこ

とができないというネガティブ・リスト・アプローチという二つの方法がある。

政府間交渉委員会事務局は、締約国は具体的にどのような水銀含有製品が使われ

ているか把握しているため、エレメント・ペーパーではポジティブ・リスト・ア

プローチを採用すると述べている。しかし、水銀の使用はできる限り制限的なも

のとし、究極的には意図的な使用を廃絶するためには、ネガティブ・リスト・ア

プローチを採用すべきである。ストックホルム条約でも、ネガティブ・リスト・

アプローチが採られているし、ネガティブ・リストを作成することで、代替が難

しい製品を特定し、使用が許される製品の範囲を最小限にし、どういった使用が

許されるのかを明確にすることができる。 

  また、究極的には水銀含有製品の使用は廃絶を目指すべきであるから、使用を

許す製品についても、廃絶までに例外的に認められるものとして使用可能な期限

を設けるべきである。 

  Elements 7は水銀含有製品の製造や流通、販売、輸出入を規制するものである

が、表示についての規制には触れられていない。流通や販売、輸出入についての

規制を有効なものとし、水銀含有製品の環境上適正な管理を確保するためには、

水銀含有製品であることが認識される必要があり、そのためにも水銀含有製品で

ある旨の表示を義務付けるべきである。 

 

5. Element 8  水銀が使用される製造過程について 

  エレメント・ペーパーでは、製造過程についても、ポジティブ・リスト・アプ

ローチが採用されている。しかし、上記で製品について述べたのと同様に、製造

過程についても、ネガティブ・アプローチが採用されるべきである。また、製造
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過程での使用についても、廃絶を目指すべきであり、製造過程での使用を許すと

しても、廃絶までに例外的に認められるものとして使用可能な期限を設けるべき

である。 

 

6. Element 13  汚染サイトについて 

 Element 13によれば、汚染サイトを特定し評価するためのBATやBEPに関す

るガイダンスを開発することが義務付けられているが、汚染サイトの特定が義務と

はされていない。水銀による環境汚染を確実に防止していくためには、少なくとも、

汚染サイトを特定することが必要である。したがって、汚染サイトの特定を締約国

に義務付けるべきである。 

 

7. その他 健康被害の救済 

 エレメント・ペーパーには含まれていないが、水銀による健康被害が発生した場

合には、適切な被害救済がなされなければならない。締約国は、健康被害の調査を

実施し、被害を受けた労働者及び一般市民のための補償のための枠組みを整備すべ

きである。 
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第第第第２２２２    国内施策国内施策国内施策国内施策についてについてについてについて 

1. 水銀に関する輸出入を禁止すること 

日本の国内需要は、非鉄金属精錬副産物や廃蛍光灯等の製品から民間企業等に

より回収された水銀でまかなわれているが、回収された水銀の余剰分は、途上国

の小規模金採鉱（ASGM）等、海外に輸出されている。日本はアジアで唯一の水

銀輸出国となっている。一方、EUは、2008年に水銀輸出を禁止する規則を採択

し、アメリカも、同年に水銀輸出法案を採択している。 

水銀を途上国に輸出することは、水銀による環境汚染や健康被害を誘発するも

のであり、決して見過ごしにしてはならない。日本も、国際的な流れに則して、

早急に水銀輸出を原則禁止すべきである。 

 

2. 水銀含有製品を規制すること 

（1） 水銀含有製品について、用途毎に廃絶までの目標年限を定めるべきである。 

（2） 水銀含有製品の規制は法的拘束力のない自主規制となっている。家庭用品

規制法等の個別法において、水銀含有製品の段階的使用禁止を明文化すること

が必要である。 

（3） 例外的に使用が認められる水銀含有製品については、表示を義務づけるべ

きである。 

（4） 電池、蛍光灯、液晶のバックライト等、全ての水銀含有廃棄物を、特別管

理廃棄物に指定すべきである。 

 

3. 水銀の排出規制を強化すること 

（1） 環境省が行った調査では、国内マテリアルフローで見た水銀の大気への排

出量は 21～31tと推定されており、水銀の相当量が大気に排出されていること

がわかっている（平成 20 年度「マテリアルフローの把握及び排出インベント

リーの作成に関する基礎調査結果」）。 

 にもかかわらず、現行法上、水銀は、有害大気汚染物質の優先取組物質に指

定されているにすぎず、排出抑制は企業の自主管理にゆだねられている。そこ

で、水銀による環境汚染を防止するために、水銀の大気への排出に関して排出

基準を設定するとともに、総量規制を導入すべきである。 
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（2） 2010年 6月、東京都足立清掃工場から、自主規制値の 30倍の水銀が検出

された。同年 7月には、板橋、光が丘（練馬区）、千歳（世田谷区）でも自主規

制値を超える水銀が検出され、いずれも操業が一時停止された。前述の環境省

の調査でも、大気への排出のうち、産業廃棄物焼却が水銀排出に大きく寄与し

ていることが明らかになっている。 

 しかしながら、現行法上、廃棄物焼却施設からの大気への水銀排出は規制値

がない。東京都の場合はたまたま自主基準値が定められていたために前述のよ

うに焼却施設の操業を停止することができたが、全国的にはこのような自主基

準値を設定していない施設も少なくない。そのような施設では、特に測定など

もされないままに高濃度の水銀が排出されるおそれがある。したがって、早急

に廃棄物焼却施設についての排出基準を設定すべきである。 

（3） 水銀の輸出入を禁止することにともない、廃水銀を長期間保管する社会的

枠組みを構築する必要がある。原則としては、汚染者負担原則に基づきメーカ

ーが第一義的な責任を負うべきであるが、環境上適正な保管をするために、国

も関与した枠組み作りをすることが必要である。また、保管の際には、保管場

所及び保管量を明確化すべきである。 

 

4. 水銀による健康影響の調査、健康被害の救済 

（1） 水銀による健康影響の調査を実施すべきである。特に、魚介類等の微量の

水銀汚染による健康影響の調査を行うべきである。 

（2） 水銀による健康被害の治療方法を開発するよう積極的に調査及び研究を進

めるべきである。 

（3） 水銀による健康被害に対して適切な対策を講じるべきである。 

（4） 水銀汚染による被害者への補償は、第一義的には企業の責任であるが、国

としても、ファンドを作る等によって、補償が円滑に行われるようにすべきで

ある。 

（5） 水銀汚染地域を調査し、特定するとともに、汚染地域を公表し、その浄化

に努めるべきである。 

 

5. 食品対策 



7 

 

食品の水銀汚染に関しては、昨今、魚介類の汚染が特に問題となっており、特

に、胎児や子どもの発達への影響が懸念されている。しかし、現在、魚介類中の

水銀については、厚生労働省が昭和 48年に定めた暫定的規制値（総水銀 0.4ppm、

メチル水銀 0.3ppm（水銀として））があるにすぎない。この規制値は、規制値を

超えた魚介類が発見されても流通販売等の禁止が義務づけられているわけではな

く、自主的規制にゆだねられている。しかも、暫定的規制値は、私達日本人が好

んで食べるマグロ類(マグロ、カジキおよびカツオ)や内水面水域の河川産の魚介

類が対象とされていない。 

水銀による次世代への健康影響が懸念されていることを鑑み、国は、魚種の限

定のない水銀の食品基準値を早急に設定すべきである。 

 

6. その他の重金属の規制強化 

水銀規制の強化にともない、カドミウムや鉛等の重金属の規制強化も積極的に

進めるべきである。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 


